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１．総則

　事業所内で方針を決定する。

１．１　目的

本計画は、感染症の感染者(感染疑いを含む）が施設内で発生した場合においても、サービス
提供を継続するために当施設の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実行でき
るように準備すべき事項を定める。

１．２　基本方針

・利用者の安全確保：利用者の重症化リスクが高い利用者も利用されており、集団感染が発
生した場合、深刻な被害が生じる恐れがあるとこに留意して感染拡大防止に努める。
・サービスの継続：利用者の健康・身体・声明を守る機能を維持する。
・職員の安全確保：職員の生命や生活を維持しつつ、感拡大防止に努める。

１．３　主管部門

本計画の主管部門は代表とする。

１．４　全体像

ガイドラインに沿って新型コロナウイルス感染症BCPを作成する。
【補足１】対応フローチャートを参照する。

【補足1】
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２．平常時の対応

２．１　対応主体

代表職員のもと、職員一丸となって対応する。

２．２　対応事項

（１）体制構築・整備①

・全体を統括する責任者：代表　屋我辰也
　　　　　　　　　　　代行者：課長　大城まり子　　　
・役割を認識し、スムーズに活動するために推進体制を【様式１】を参照。

【様式1】

（１）体制構築・整備②

・報告ルート、報告方法、連絡とを事前に整理する。

【補足２】情報共有先別に担当者名を明記する。
【補足３】情報伝達の流れを整理する
【様式２】連絡リストを作成する。

【補足2】

【補足3】

【様式2】

（２）感染防止に向けた取組の実施

・管理者が以下の情報収集と事業所内共有を行う。
・厚生労働省、都道府県、市町村、関連団体のホームページから最新の情報を収集する。
・関係機関、団体からの情報を管理利用する。
・必要な情報は事業所内で共有、周知する。ミーティングで伝達し情報を掲示する。
　重要な情報はマニュアル化し教育を実施して徹底する。
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（２－２）基本的な感染症対策の徹底

・最新情報の収集、手指消毒・換気等の基本的な感染症対策の徹底、職員・利用者の体調管
理、施設内で入り者の記録管理を行う。

感染対策
マニュア

ル
(様式なし

)

（２－３）職員・利用者の体調管理

・職員、利用者の日々の体調管理を行う。

・送迎の際に体調を管理を十分確認し問題があれば来所を検討する。
・利用者が朝に発熱がある場合は事業所へ電話連絡する様お願いする。

【様式3】

（２－４）事業所内出入り者の記録管理

【様式8】

（２－５）緊急連絡網を整備

・職員の連絡網を作成。
・同時連絡を出来る様にSNSを活用する。

【様式5】

（３）防護具、消毒液等備蓄品の確保

（３－１）保管先・在庫量の確認、備蓄

【様式６】を参照し備蓄品を確認する。

【補足4】

【様式6】

【様式2】
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（４）研修・訓練の実施

（４－１）業務継続計画（BCP）を関係者で共有

・策定したBCP計画を推進メンバーで抜けや漏れがないか確認する。

（４－２）業務継続計画（BCP）の内容に関する研修

外部BCP 研修(全員を対象)
方法：外部のeラーニングを受講する。

（４－３）業務継続計画（BCP）の内容に沿った訓練（シミュレーション）

・以下の訓練を実施する
時期：
担当者：管理者
方法：感染症の発生を想定し、BCPに基づき役割分担、実施手順、人員の代替え、物資調達
の方法の確認などを机上訓練または実地訓練を実施する。

（５）BCPの検証・見直し

（５－１）最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映

・定期的にBCPを見直す。
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３．初動対応

感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な行動ができるよう準備してお
く。

３．１　対応主体

管理者の統括のもと、職員一丸となって対応する。 【様式1】

感染疑い者の発生

・送迎の際に利用者、家族又は職員が体温を測定する。発熱がある場合は原則利用を見合わ
せる。

・利用者に呼吸困難感、倦怠感、高熱等の強い症状や、発熱、咳嗽、頭痛などの比較的軽い
風邪症状等が確認された場合、速やかに新型コロナウイルス感染症を疑い対応する。

・初期症状として、嗅覚障害や味覚障害を訴える患者が明らかになっており、普段と違うと感じ
た場合には速やかに医師等に相談する。

・職員は発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底し、感染が疑わられ
る場合には主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し指示を受け
ること。

・管理やは日頃から職員の健康管理にも留意するとともに、体調不良を申出しやすい環境を
整える。

感染疑い者を発見した場合、速やかに「初動対応」を実行する。

３．２　対応事項

（１）第一報

（１－１）管理者への報告

・感染疑いが発生した場合は速やかに管理者に報告する。
【補足2】
【補足3】

（１－２）地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡

・主治医や地域で身近な医療機関、あるいは受診・相談センターへ電話連絡し、指示を受ける
。
　通所利用者であること、氏名、年齢、症状、経過等を伝える。

【様式2】

（１－３）事業所内・法人内の情報共有

・状況について事業所内で共有する。 【様式3】

３
．
初
動
対
応

5 ページ



（１－４）指定権者への報告

・保健所への連絡を行い、指示を仰ぐ。
【様式2】
【様式3】

（１－５）居宅介護支援事業所への報告

・状況について当該利用者が利用されている居宅介護事業者へ報告する。
・利用者の受診・検査結果等について共有する。

【様式2】
【様式3】

（１－６）家族への報告

・状況について当該利用者家族へ報告する。
・利用者の受診・検査結果等について共有する。

（２）感染疑い者(利用者)への対応

・来所後に発熱、体調不良を確認した場合個室にて対応する。 【様式3】

（３）消毒・清掃等の実施

（３－１）場所（居室、共用スペース等）、方法の確認

・来所後に発熱、体調不良を確認した場合個室にて対応する。
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検査

・検査結果を待っている間は、陽性を疑い、感染拡大防止に努める。
・陰性の場合は利用を継続する。(風邪症状がある場合は利用の見送りを検討する)

7 ページ



４．休業の検討

４．１　対応主体

・管理者の統括のもと、職員一丸となって対応する。 【様式1】

４．２　対応事項

（１）都道府県、保健所等との調整

・休業を検討する指標を明確にする。

・優先的にサービスを提供すべき利用者をリストアップする。

【様式2】

【様式7】

【様式9】

（２）訪問サービス等の実施検討

・利用者のニーズや対応可能な職員に応じて訪問サービスの実施を検討する。 【様式9】

（３）居宅介護支援事業所との調整

・業務停止日や業務再開日について居宅支援事業所に情報提供し利用者の代替サービスに
努める。

（４）利用者・家族への説明

・電話や文書にて利用者や家族に状況説明する。
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（５）再開基準の明確化

・業務を再開するにあたっては利用者及び家族をはじめ、情報級友を行ってきた関係機関に
再開する旨を通知する。
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５．感染拡大防止体制の確立

５．１　対応主体

・管理者の統括のもと、職員一丸となって対応する。 【様式1】

５．２　対応事項

（１）保健所との連携

（１－１）感染対策の指示を仰ぐ

・消毒範囲、消毒内容、運営を継続するために必要な対策に関する相談を行い、指示助言を
受け実施する。

（２）接触者への対応

（２－１）利用者　自宅待機

・自宅待機する。

（２－２）利用者　居宅介護支援事業所との調整

・自宅待機中の生活に必要なサービスが提供されるよう居宅介護支援事業所等と調整を行う
。

【様式2】

４
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（３）防護具、消毒液等の確保

（３－１）在庫量・必要量の確認

・【様式６】を確認。 【様式6】

（３－２）調達先・調達方法の確認

在庫が少ない場合や確保できない場合は【様式２】を参照する。 【様式2】

（４）情報共有

（４－１）事業所内・法人内での情報共有

・感染者が確認された場合は、必要な指示指導の連携を図る。
休業の有無・期間、休業中の対応、再開の目安等について施設内で共有する。

【補足2】
【補足3】

（４－２）利用者・家族との情報共有

・休業の有無・期間、休業中の対応、再開の目安等について利用者、家族と情報共有行う。
・必要に応じて文書に手情報共有を行う。

【補足2】
【補足3】

（４－３）自治体（指定権者・保健所）との情報共有

・休業の有無・期間、休業中の対応、再開の目安等について利用者、家族と情報共有行う。
・必要に応じて文書に手情報共有を行う。

【補足2】
【補足3】
【様式2】

４
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（４－４）関係業者等との情報共有

・休業の有無・期間、休業中の対応、再開の目安等について関係業者と情報共有を行う。
・個人情報に留意しつつ必要に応じて情報共有を行う。

【補足2】
【補足3】
【様式2】

（５）過重労働・メンタルヘルス対応

（５－１）労務管理

・職員の感染状況に応じて勤務可能な職員をリストアップする。

（５－２）長時間労働対応

・休憩時間や、休憩場所を確保する。
・定期的に実際の勤務時間等を確認し、長時間労働の内容努める。

（５－３）コミュニケーション

・日頃の声掛けやコミュニケーションを大切にし、心の不調者が出ない様に務める。

（５－４）相談窓口

・代表が相談体制を整える。
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（６）情報発信

（６－１）関係機関・地域・マスコミ等への説明・公表・取材対応

・関係施設に速やかに報告する。
【補足2】
【補足3】

（６－２）利用者への再開支援について

・感染に対しての不安等から利用者本人・華族の意向によりサービス利用を一時的に停止す
る場合は、相談員やケアマネジャーと連携し利用者の健康状態や生活状況を確認する。また
不安に寄り添い、感染防止対策を実施していることなどを説明し、福祉サービスの利用再開に
向けた利用者への働きかけを検討する。
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＜更新履歴＞ 
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補足１：対応フローチャート ガイドラインを転用

新型コロナウイルス感染（疑い）者発生時のフローチャート（通所系）

（６）情報発信
①関係機関・地域・マスコミ等
　　への説明・公表・取材対応

４．休業の検討
①都道府県、保健所等と調整
②訪問サービス等の実施
③居宅介護支援事業所との調
整
④利用者・家族への説明
⑤再開基準の明確化

（１）保健所との連携
①感染対策の指示を仰ぐ

（２）接触者への対応
＜利用者＞
①自宅待機
②居宅介護支援事業所との調
整（３）防護具、消毒液等の確保
①在庫量、必要量の確認
②調達先・調達方法の確認

（４）情報共有
①事業所内・法人内での情報
　　共有
②利用者・家族との情報共有
③自治体（指定権者・保健所）
　　との情報共有
④関係業者等との情報共有

（５）過重労働・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対応
①労務管理　②長時間労働対
応
③ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ　④相談窓口

（４）研修・訓練の実施
①ＢＣＰの共有
②ＢＣＰの内容に関する研修
③ＢＣＰの内容に沿った訓練

（５）ＢＣＰの検証･見直し

（３）消毒・清掃等の実施
①場所（共用スペース等）、
　　方法の確認

（２）感染疑い者への対応
①利用休止
②医療機関受診

（１）第一報
①管理者へ報告
②地域で身近な医療機関、
　　受診・相談センターへ連絡
③事業所内・法人内の情報共
有
④指定権者への報告
⑤居宅介護支援事業所への報
告

（３）防護具・消毒液等備蓄品の
確保
①保管先・在庫量の確認、備蓄

０．平時対応 １．感染疑い者の発生

５.感染拡大防止体制の確立

（１）体制構築・整備
①意思決定者、担当者の決定

（２）感染防止に向けた取組の
実施
①最新情報（感染状況、政府や
　　自治体の動向等）の収集
②基本的な感染症対策の徹底
③利用者・職員の体調管理
④事業所内出入り者の記録管
理
⑤連絡先リストの作成・更新 ２．初動対応

息苦しさ 倦怠感

発熱や咳等の風邪症状

いつもと違う様子

職員の健康状態 など

必要と判断

された場合は

入院

陽 性

３．検査

入所継続

陰 性
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補足２：情報共有先

第一報(担当者) 現場責任者
医療・看護班

第一報(施設長) 広報・情報班
医療・看護班

広報・情報班 現場責任者

事務局

広報・情報班 広報・情報班

広報・情報班

地域の医療機関

受診・相談センター

施設・事業所

報告

保健所

自治体(指定権者)

新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の報告・情報共有先

職員 管理者

報告

指示

施設・事業所内の

情報共有・注意喚起

感染(疑い)者

(利用者)の家族

感染(疑い)者以外

の利用者・家族

<通所系、訪問系の場合>

居宅介護支援事業所

(担当ケアマネジャー)

利用者が利用する

医療機関や

他のサービス事業者

職員の兼務先

関係業者

(消毒、リネン、

ごみ収集、厨房業務等)

法人本部

法人内拠点

感染(疑い)

者の発生

指示・助言

報告・相談

指示・助言

報告・相談

指示・助言

情報共有

注意喚起

報告・支援要請 指示・助言・支援

報告・相談、

受診・検査の実施の共有

情報共有

対応状況の説明

情報共有

※施設・事業所に代わり

直接対応する場合もある

情報共有

サービス調整

情報共有

情報共有

対応依頼



補足３：情報伝達の流れ

区分 誰が いつ どこへ 何を どのように 留意点
連絡者 タイミング 連絡先 情報の内容 連絡方法

区分 誰が いつ どこへ 何を どのように 留意点
連絡者 タイミング 連絡先 情報の内容 連絡方法



補足４：様式６の備蓄品の目安計算シート

黄色の人数、ピンクの条件の部分を入力すると、必要数が計算されます。水色の条件は、確認し必要に応じて修正して下さい。

③ ④ ⑤
品目 使用量 単位 回数 単位 職員[人] 利用者[人] 日数[日] 必要量 単位
ハンドソープ 1 ml/回 3 回/日 60 0 ml 式：①×②×（③＋④）×⑤
消毒用エタノール 3 ml/回 3 回/日 60 0 ml 式：①×②×（③＋④）×⑤
手袋 1 双/回 3 双/日 60 0 双 式：①×②×③×⑤ 清掃に関わる職員数
手袋 1 双/回 回/日 60 0 双 式：①×②×④×⑤ ケア回数：オムツ交換、排泄介助、食事介助、口腔ケア
環境整備用消毒液 5 l/回 3 回/日 60 15 本 式：①×0.05%×1リットル

　　×②×⑤÷(5%×600ml)
消毒液は0.05%の希釈液を使用。１回５リットル使う

次亜塩素酸ナトリウム液(5%)は、１本で600ml

人数
① ②

研修資料（入所） １０ページ

＜参考＞（例）

・手袋：清掃回数（最低3回）/日×清掃に関わる職員数×●日分

利用者数×ケア回数（オムツ交換、排泄介助、食事介助、他）/日×●日分

・ハンドソープ：１ml/回×３回/日×（出勤従業員数＋利用者数）×●日分

・消毒用エタノール：3ml/回×ケア回数/日×出勤従業員数×●日（＋利用者使用数）

・環境整備用消毒液＜５％次亜塩素酸ナトリウム液600ml使用＞

：５L/回の0.05%希釈液を3回/日 環境整備で使用した場合60日分で7.5本等



様式1：推進体制の構成メンバー

担当者名／部署名 対策本部における職務（権限・役割）



様式2：施設外・事業所外連絡リスト

診療所 やがじ診療所 0980－52－8887

歯科 まきや歯科 0980－54－4681

病院 県立北病院 0980－52－2719

機関種別 名称 担当者 部署 電話番号 メールアドレス 住所 備考



様式3：職員、入所者・利用者　体温・体調チェックリスト

属性 （いずれかに〇）：　職員　　　・　　　入所者・利用者

チェック対象者の氏名 ①　　　　　　　　②　　　　　　　　③　　　　　　　　④　　　　　　　　⑤　　　　　　　　⑥　　　　　　　　⑦　　　　　　　　⑧　　　　　　　　⑨　　　　　　　　⑩　　　　　　　　

　　　　　　　　　　月日

チェック項目

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／／ ／ ／ ／ ／ ／





報告日
感染者/

感染疑い者

属性

(いずれかに○

)

所属

(職員の

場合)

氏名
感染者

区分
発症日

出勤

可能日

（見込）

発症日から2日前までの間の行動

（感染（疑い）者が会った職員名・触った事業所

箇所等）

管理

完了

/

職員/入所

者/出入り業

者

本人/

同居家族
/ /

/

職員/入所

者/出入り業

者

本人/

同居家族
/ /

/

職員/入所

者/出入り業

者

本人/

同居家族
/ /

/

職員/入所

者/出入り業

者

本人/

同居家族
/ /

報告日
接触者/

接触疑い者

属性

(いずれかに○

)

所属

(職員の

場合)

氏名
感染者

区分
発症日

出勤

可能日

（見込）

接触した感染（疑い）者の職員名・利用者、状況

等

管理

完了

/

職員/入所

者/出入り業

者

本人/

同居家族
/ /

/

職員/入所

者/出入り業

者

本人/

同居家族
/ /

/

職員/入所

者/出入り業

者

本人/

同居家族
/ /

様式4：感染（疑い）者・接触（疑い）者管理リスト

＜感染（疑い）者＞

＜接触（疑い）者＞

（参考）新型コロナウイルス感染症の場合における接触者の特定の例

・　新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者

・　適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、看護若しくは介護していた者

・　新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

・　手で触れることの出来る距離（目安として1メートル）で、必要な感染予防策なしで、新型コロナウイルス感染が疑われる者と15分以上

　　の接触があった者



様式5：（部署ごと）職員緊急連絡網

電話番号 メールアドレス
氏名 部署 役職 電話番号

携帯電話
備考



様式6：備蓄品リスト

目安 備蓄量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

担当者 調達先№ 品目
備蓄量

必要量 過不足量 単位 保管場所 備考



様式7：業務分類（優先業務の選定）

A:継続業務

B:追加業務

C:削減業務

D:休止業務

業務の基本方針

分類名称 定義 業務例
出勤率



様式8：来所者立ち入り時体温チェックリスト

月日
立ち入り

時間
退出時間

企業名

（利用者のご家族の場合は記入不要）
氏名

訪問先

（立ち入り者名／担当者名など

）

検温結果

（体温を記載）
備考



様式9：災害時利用者一覧表 (安否確認優先順位)

事業所名： 作成：　　　　年　　月　　日

医療・介護 環境 避難 避難所 介護・医療機関

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

特記 担当ケアマネ
安否確認

できた日
No

優先順位※
地域

区分
氏名　(年齢) 住所(自治会)

想定される避難場所


